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（公印省略） 

 

   我が国の水産物の消費拡大に向けた防衛省・自衛隊における取組

について（通達） 

 

 今般の中国による水産物の輸入停止等を受け、政府として、我が国の水産業を

守る支援策をとることとされたことを踏まえ、防衛省・自衛隊における我が国の

水産物の消費の拡大を図る必要がある。このため、各機関や部隊において必要な

施策を積極的に講じることとされたので、この旨管下の職員に周知せられ、この

実施に遺漏のないよう期せられたい。 
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